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 　　　最終処分場整備事業の中止について

 

 渋川地区広域市町村圏振興整備組合　　

 

 １　概要

　組合が所有、管理する一般廃棄物処理施設は、ごみ処理施設として清掃センタ

ー、最終処分場としてエコ小野上処分場、し尿処理施設として環境クリーンセン

ターがあり、それぞれ建設から長年が経過し老朽化、若しくは埋立満了が近づい

ているため更新時期を迎えているところですが、一方で一般廃棄物処理施設の整

備には多額の費用が必要となり、全ての施設を同時期に更新することは構成市町

村の財政負担が大きいため、財政平準化や現施設の安定的な稼働等を考慮しなが

ら計画的に事業を進めてきたところです。 

　現在、清掃センター長寿命化事業や、最終処分場建設事業を並行して進めてい

るところですが、近年の物価上昇等により清掃センター長寿命化に要する工事費

が当初見込み額より大幅に増額したことなどから、今後の事業の在り方について

大幅な見直しの必要が生じていました。 

　検討の結果、このたび吉岡町地内で進めている最終処分場建設事業を中止し、

今後は焼却灰等の埋立処分を民間処分場へ全面委託とする方針としたものです。 

 

２　民間処分場委託への方針転換について 

  組合では最終処分場建設事業のほかに、清掃センター長寿命化事業として大規

模な設備・機器等の更新を行う基幹的設備改良工事を予定していたところです

が、この工事費が当初計画では約79億円としていたところ、近年の物価上昇や施

設の老朽化による工事箇所の増加などの要因により約40億円増額する見込みとな

ったものであります。 

　これらの件については、構成市町村である、渋川市、吉岡町、榛東村の財政に

大きな影響を与えるため、市町村と協議を進めてまいりましたが、財政状況が非

常に厳しい中で、大幅な負担金の増額に対応することは困難であるとして、組合

全体として財政負担を圧縮できる手立てがないか検討を依頼されていたものとな

 ります。

　そのような中で、渋川広域圏に隣接する沼田市内において、地方公共団体の一

般廃棄物のみを対象とした民間処分場が令和８年度から供用開始予定であること

が把握できたことから、当該処分場設置業者から埋立処分に関しての参考見積を

取得し、次期最終処分場の計画埋立期間15年間にかかる委託費と、最終処分場建

設費及び維持管理費とで比較したところ、民間委託とした方が一般財源で29億円

以上有利となり、その分市町村の負担金を圧縮できることが判明したものとなり

ます。 
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　なお、この金額には最終処分場廃止後の跡地利用に要する経費は加算していな

いため、実際はそれ以上の額が有利と見込んだものとなります。 

 

３　今後の最終処分場について 

  組合の事業は、市町村と協議し同意の上で施設整備を進めることとなりますが、

長期的な視点で考えた場合、市町村の今後の人口減少社会の中で大規模事業を継

続していくことは困難が想定されるものとなります。 

　このような中で、公設公営と同様の民間処分場が沼田市内に建設されることが

判明したことなどから、今後の施設整備の在り方等について管理者・副管理者に

おいて協議いたしました。 

　持続可能な廃棄物処理行政を運営していくためには民間委託も含めた大幅な事

業の見直しが必要と判断した結果、吉岡町地内で進めている最終処分場整備事業

は中止し、今後は民間処分場へ埋立処分を全面移行するという方針転換を決定し

たものとなります。 

 

 ４　今後の予定について

　最終処分場整備事業中止に伴い、測量業務で現地に設置いたしました境界杭、

測量基準点及び立木の目印など（別添写真資料参照）について、一部（県道水沢

 足門線との境界となる５本の境界杭）を除き撤去させていただきます。

　撤去時期につきましては、令和８年２月上旬から３月中旬までの間で、作業日

 数につきましては、概ね３週間程度となります。

　なお、撤去業務の開始及び終了の際は、地権者及び周辺住民の皆様には、通知

 文にてお知らせいたします。

　また、地権者の皆様には、撤去業務を実施するにあたり、立ち入り許可に係る

 同意・不同意書を送らせていただきます。

　大変恐縮ですが、書類にご署名のうえ、同封いたします返信用封筒にて当組合

 へご返送くださいますようお願いいたします。

　ご同意をいただけなかった方及び書類をご返送いただけなかった方につきまし

ては、ご同意いただけた方の土地側から杭類を撤去をさせていただきますが、ど

うしても撤去が困難な杭類及び立木の目印につきましては、残置させていただき

 ます。

　ただし、残った境界杭につきましては、一部（県道水沢足門線との境界となる

５本の境界杭）を除き、法的効力を持たない杭となりますので、ご注意ください

 ますようお願いいたします。

　なお、詳細につきましては、書類をお送りする際にお知らせ文を同封いたしま

すので、ご確認くださいますようお願いいたします。



別添写真資料　

３級基準点（合成杭+金属標） ４級基準点（合成杭）

木杭 境界杭（合成杭）

官民境界杭（吉岡町指定合成杭） 立木調査の目印




